
資料 ３第　　７　　期　　介　　護　　保　　険　　料　　（案）

第１号被保険者数（見込み）

89 89 88 266

182 546

1,789

11,190 11,169 11,153 33,512

470 469 468 1,407

182 182

1,785 1,783 5,357

1,237 1,235 1,233 3,705

1,983 1,980 5,949

1,155 1,153 1,151 3,459

1,986-1,710

年額 57,240 年額 -2,560

年額 38,160

市民税世帯課税・本人非課税で、本人の

市民税本人課税で、

第７段階

30年度

第５段階

第11段階
市民税本人課税で、

年金収入と所得の合計額が80万円以下

合計所得金額が600万円以上

年額

31年度

第２段階

第３段階

第４段階

・生活保護受給者

第１段階

基準額
×割合

増減率

市民税世帯課税・本人非課税で、本人の

年金収入と所得の合計額が80万円超

第６段階

段　　階 対　　　象　　　者
基準額

保険料額 （円）

合計所得金額が120万円未満

79,740

×１.20 年額

段　　階 対　　　象　　　者

95.7%

第　6　期　事　業　計　画　期　間 第　７　期　事　業　計　画　期　間

第１段階 ×０.５０ 年額 39,870

・生活保護受給者

×０.５０

第６期計画との比較

×０.７５

32年度 計

・老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税 ・老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税

市民税世帯非課税で、本人の年金収入と 市民税世帯非課税で、本人の年金収入と

保険料額 （円） 増減額 （円）
×割合

所得の合計額が80万円以下 所得の合計額が80万円以下

市民税世帯非課税で、本人の年金収入と
×０.７５ 年額 59,800 第２段階

市民税世帯非課税で、本人の年金収入と
95.7%

所得の合計額が80万円を超え120万円以下 所得の合計額が80万円を超え120万円以下

市民税世帯非課税で、本人の年金収入と
×０.７５ 年額 -2,560 95.7%59,800

市民税世帯非課税で、本人の年金収入と
年額

71,760

57,240 年額

1,451 1,448年額 -3,080 95.7%

904
所得の合計額が120万円超 所得の合計額が120万円超

×０.９０ 年額

第３段階 ×０.７５

基準額
月額 6,645

第５段階
市民税世帯課税・本人非課税で、本人の

第４段階
年金収入と所得の合計額が80万円以下

年額 年額
基準額

月額 6,360 月額

市民税世帯課税・本人非課税で、本人の
×０.９０ 年額 68,680

5,468

906 903

1,446

-285

年金収入と所得の合計額が80万円超 年額
95.7%

-3,42076,320

95,680 第６段階
市民税本人課税で、
合計所得金額が120万円未満

×１.20 年額 91,580 年額 -4,100 95.7%

市民税本人課税で、
×１.３０ 年額 103,660 第７段階

市民税本人課税で、
合計所得金額が120万円を超え190万円未満 合計所得金額が120万円を超え200万円未満

×１.３０ 年額 99,210 年額 -4,450 95.7%

第８段階
市民税本人課税で、

×１.５０ 年額 119,610 第８段階
市民税本人課税で、

×１.５０ 年額 114,480 年額 -5,130 95.7%
合計所得金額が190万円以上290万円未満 合計所得金額が200万円以上300万円未満

第９段階
市民税本人課税で、

×１.７０ 年額 135,550 第９段階
市民税本人課税で、

合計所得金額が290万円以上400万円未満
×１.７０ 年額 129,740 年額 -5,810 95.7%

合計所得金額が300万円以上400万円未満

第10段階
市民税本人課税で、

×１.８０ 年額 143,530 第10段階
市民税本人課税で、

合計所得金額が400万円以上600万円未満 合計所得金額が400万円以上600万円未満

年額

×１.８０ 年額 137,370 年額

年額 159,480×２．００

-6,160

-6,840
合計所得金額が600万円以上

第11段階
市民税本人課税で、

×２．００ 年額 152,640

95.7% 99 99 99 297

95.7%

所得段階別加入割合補正後

10,814 10,793 10,777 32,384

2,713

4,345

1,826 1,822 1,820


